
【歳入】地方消費税交付金（社会保障財源分） 310,900 千円

【歳出】社会保障4経費及びその他社会保障施策に要する経費 （単位：千円）

国庫
支出金

県支出金 町債 その他
地方消費税
交付金

その他

社会福祉総務費 195,023 20,516 56,939 0 43,773 21,606 52,189

障害者福祉費 527,337 249,755 119,448 0 78 46,278 111,778

老人福祉費 489,289 0 64,250 0 50,544 109,650 264,845

地域支援事業費 99,743 0 0 0 65,769 9,947 24,027

老人福祉センター費 14,137 0 0 0 0 4,139 9,998

災害応急費 62 0 0 0 0 18 44

児童福祉総務費 10,630 90 3,425 0 46 2,070 4,999

児童措置費 315,828 252,168 30,915 0 0 9,586 23,159

母子福祉費 2,038 0 0 0 0 597 1,441

保育所費 362,758 50,511 25,280 19,900 38,839 66,823 161,405

子育て支援費 174,054 82,426 3,554 62,900 10,461 4,307 10,406

子育てふれあいセンター費 8,161 4,023 2,397 0 710 302 729

災
害

救
助

災害救助費 19 0 0 0 0 6 13

保健衛生総務費 12,905 0 0 4,000 1,494 2,170 5,241

母子衛生費 30,454 11,600 1,313 0 83 5,112 12,346

成人病検診費 29,564 0 367 0 7,953 6,220 15,024

予防費 74,010 58 0 0 0 21,653 52,299

健康づくり推進事業費 1,976 0 0 0 556 416 1,004

2,347,988 671,147 307,888 86,800 220,306 310,900 750,947合計

※各事業の地方消費税交付金（社会保障財源化分）充当額は、各事業費の一般財源額で按分

引き上げ分に係る地方消費税収の使途の明確化について

　消費税率（国・地方）は、平成26年4月1日より5％から8％に、令和元年10月1日より8％から10％に引き上げられ、
消費税の増収分（社会保障財源化分）については、全て社会保障施策に要する経費に充てることとされています。
　令和８年度下諏訪町一般会計予算における充当状況については、以下のとおりです。
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